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新型コロナウイルス感染拡大防止のための 

放課後児童クラブの利用自粛のお願いについて 

 

 

平素は町行政にご協力いただきましてありがとうございます。 

さて、令和２年４月７日に東京都など７地域を対象とする新型コロナウイルス感染症に係

る緊急事態宣言が発令されました。また、令和２年４月１３日には、香川県知事より、県独

自の緊急事態宣言が発令されたところです。 

綾川町においてもさらなる感染拡大を防止するため、お子様とそのご家族の安全・健康確

保の観点から、家庭での保育が可能な場合は、学校の臨時休校期間中、放課後児童クラブ（な

かよし学級）の利用自粛をお願いすることといたしました。 

仕事を休むことが困難なご家庭、施設の利用が真に必要なご家庭を除き、利用自粛にご協

力をいただきますようお願い申し上げます。 

臨時利用期間中の利用を自粛していただいた場合には、一部利用料を返還させていただき

ます。 

今後、綾川町内での感染拡大等により休所を検討する可能性もありますのでご了承くださ

い。 


